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 当運営委員会は、東京地方最低賃金審議会から付託された、次年度特定最低

賃金の必要性審議のあり方について、審議、検討を行った。 

審議においては、労使各側の見解に一定の隔たりがあり、各側委員はそれぞ

れの立場から、主張の隔たりを調整すべく努力を重ねた。 

その結果、次年度の「特定最低賃金改正決定等の必要性審議のあり方」につ

いては、次年度の運営委員会において引き続き審議、検討することを合意した。 

 なお、本運営委員会の委員は別紙のとおりである。

  


